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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信を利用して車載装置へ情報を提供する情報提供システムであって、
　搭載された車両の型式ごとに異なる前記車載装置の作動に関する制御情報を保持する通
信局と、
　車両製造業者及び前記通信局がいずれもアクセス可能で、前記制御情報が格納された中
間サーバとを有し、
　前記通信局は、前記中間サーバから前記制御情報を取得するとともに、
　前記車載装置は、該車載装置のＩＤと搭載された車両の型式とを前記通信局へ送信し、
　前記通信局は、前記車載装置から受信された車両型式に対応した前記制御情報を前記車
載装置ＩＤ宛に送信する、とともに、
　前記中間サーバにおいて、車両の型式ごとに異なるビット解読情報が更に格納され、
　前記通信局は、前記中間サーバから前記ビット解読情報を取得し、該ビット解読情報に
基づいて前記車載装置から受信されたビット列の意味内容を解読する、ことを特徴とする
情報提供システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報提供システムであって、
　前記通信局が、制御情報テーブルを保持するとともに、前記制御情報テーブルに照らし
て前記ビット列の意味内容を解読する、ことを特徴とする情報提供システム。
【請求項３】



(2) JP 4839705 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

　請求項２に記載の情報提供システムであって、
　前記制御情報テーブルは、前記ビット列が対応する意味内容を示す翻訳テーブルと、前
記車両型式に対応した前記制御情報を示すダウンロードテーブルから構成される、ことを
特徴とする情報提供システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の情報提供システムであって、
　前記通信局は、前記車載装置から受信されたビット列のうち所定のビット列については
意味内容を解読せずに前記車両製造業者が取得可能なように前記中間サーバに格納する、
ことを特徴とする情報提供システム。
【請求項５】
　無線通信を利用して車載装置へ情報を提供する情報提供方法であって、
　搭載された車両の型式ごとに異なる車載装置の作動に関する制御情報が中間サーバに格
納される格納ステップと、
　通信局が、前記制御情報を、前記中間サーバから取得して保持する保持ステップと、
　前記車載装置がＩＤと搭載された車両の型式とを通信局へ送信する第一送信ステップと
、
　前記通信局が、前記制御情報を前記車載装置ＩＤ宛に送信する第二送信ステップ、を備
えることを特徴とする情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、概して、無線通信を利用して車載装置へ情報を提供するシステムに係り、特に
、すべての車両に共通の車載装置が車両ごとに異なるサービスを実行できるようにした情
報提供システム及び情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば「Ｇ－ＢＯＯＫ（登録商標）」などの呼称で、無線通信を利用して車外の
通信局から各車両の車載システムに様々な情報を提供するテレマティクスサービスが知ら
れている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　また、従来、車載機ＩＤとその車両に関するデータをセンタへアップロードしておき、
このデータに基づいて当該ＩＤを持つ車載機へ情報を提供するシステムが知られている（
例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－８６４１８号公報
【非特許文献１】トヨタ自動車株式会社、「Ｇ－ＢＯＯＫ」、［ｏｎｌｉｎｅ］、［平成
１７年６月１０日検索］、インターネットＵＲＬ＜ｈｔｔｐ：／／ｇ－ｂｏｏｋ．ｃｏｍ
／ｐｃ／ｄｅｆａｕｌｔ２．ａｓｐ＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　既存のテレマティクスサービスは、主として音楽のダウンロードやハンズフリー通話や
緊急時のセンタへの通報などを目的としたものであり、サービス内容や各車両に搭載され
る制御マスタＥＣＵを様々な車種／車両型式間で共通化・標準化することは比較的容易で
ある。
【０００５】
　ところで、今日では、テレマティクスサービスを利用して、遠隔地からドアロック等の
車両操作を実行したり、燃料残量などの車両状態の確認を行ったりといったリモート操作
を実現する仕組みが提案されている。
【０００６】
　このようにテレマティクスサービスを通信系・エンターテイメント系から車両操作系へ
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拡張させる場合、各車両に搭載された車載装備の種類や性能の違いに応じて、各車両にお
いて実施可能なサービス内容が異なることになる。例えば、サンルーフを備えていない車
両の場合、当然ながら、サンルーフの開閉をリモート操作で実行したり、サンルーフの開
閉状態をリモート操作で確認したりといった操作は実行不可能である。
【０００７】
　このため、既存のテレマティクスサービスをそのまま車両操作へ拡張させようとした場
合、１）搭載された車載装備の共通する車種／車両型式ごとに異なる制御マスタＥＣＵを
用意するか、或いは、２）あくまで制御マスタＥＣＵの共通化・標準化を図るため、あら
ゆる車種／車両型式に対応可能な（いわばＭＡＸ仕様を盛り込んだ）制御マスタＥＣＵを
用意するか、のいずれかの選択を迫られることになる。
【０００８】
　上記１）の場合、たとえ同一車種内であっても、グレードの違いやオプション装備の違
いに応じて異なるＥＣＵを用意する必要が生じる。このように多種多様なＥＣＵを用意す
ることはコストアップの要因となる。また、制御マスタＥＣＵから車両状態等に関する情
報を通信を利用して取得するセンタ側においても、制御マスタＥＣＵがアップロードする
データ（ビット列）の意味内容を解釈するための翻訳テーブルをＥＣＵ種類ごとに保持す
る必要が生じ得るため、センタ側のサーバで必要とされる記憶容量が大きくなり得る。
【０００９】
　上記２）の場合、制御マスタＥＣＵに盛り込まれる制御内容が多くなることから、必要
とされる記憶容量が大きくなる。また、ウォーニング時などに制御マスタＥＣＵが異常判
定のために車載装備を制御する各ＥＣＵへポーリングするものとすると、当該車両には搭
載されていないＥＣＵへもポーリングしてしまい、応答時間タイムアウトを待つまで動作
が遅延してしまう可能性がある。さらに、車両製造時にあらゆる車種／車両型式に対応可
能にプログラムしておいたとしても、その後の新型車種の登場やモデルチェンジ／マイナ
ーチェンジなどにより、結局新たな制御マスタＥＣＵの製造を余儀なくされることになり
得る。
【００１０】
　上記特許文献１に開示されたシステムは、車両製造時にセンタ側へ各車両に搭載された
出力装置の情報を登録しておくものであり、車両販売後に車載機がバージョンアップ又は
追加された場合には、センタは最新の状態を把握することができない。
【００１１】
　本発明はこのような課題を解決するためのものであり、すべての車両に共通の車載装置
が車両ごとに異なるサービスを実行できるようにした情報提供システム及び情報提供方法
を提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するための本発明の一態様は、無線通信を利用して車載装置へ情報を提
供する情報提供システムであって、搭載された車両の型式ごとに異なる前記車載装置の作
動に関する制御情報を保持する通信局と、車両製造業者及び前記通信局がいずれもアクセ
ス可能で、前記制御情報が格納された中間サーバとを有し、前記通信局は、前記中間サー
バから前記制御情報を取得するとともに、前記車載装置は、該車載装置のＩＤと搭載され
た車両の型式とを前記通信局へ送信し、前記通信局は、前記車載装置から受信された車両
型式に対応した前記制御情報を前記車載装置ＩＤ宛に送信する、とともに、前記中間サー
バにおいて、車両の型式ごとに異なるビット解読情報が更に格納され、前記通信局は、前
記中間サーバから前記ビット解読情報を取得し、該ビット解読情報に基づいて前記車載装
置から受信されたビット列の意味内容を解読する、ことを特徴とする。
【００１３】
　この一態様において、上記車載装置の作動に関する制御情報とは、少なくとも車両形式
ごとの車載装備に関する情報を含み、上記車載装置は、この制御情報に基づいて、いずれ
の車載装備を制御するかを判断する。
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【００１４】
　この一態様によれば、車載装置が搭載される車両がどのような車載装備を備えているか
について通信局から伝達されるため、車両製造時に予め車載装置に組み込んでおく必要が
ない。よって、車載装置のハードウェア構成をいずれの車種／車両形式においても共通化
してコスト低減を図ることができる。
【００１５】
　なお、この一態様において、上記通信局を運営するテレマティクスサービス事業者が車
両製造業者とは別の事業体である場合には、車両製造業者が通信局のサーバ等に直接アク
セスできるシステム構成は望ましくないとの観点から、上記情報提供システムが車両の製
造業者及び上記通信局がいずれもアクセス可能な中間サーバを更に有し、上記車両製造業
者が上記制御情報を上記中間サーバに格納し、上記通信局が該中間サーバから上記制御情
報を取得する、ようにする。
【００１６】
　なお、前記通信局は、制御情報テーブルを保持するとともに、前記制御情報テーブルに
照らして前記ビット列の意味内容を解読する。加えて、前記制御情報テーブルは、前記ビ
ット列が対応する意味内容を示す翻訳テーブルと、前記車両型式に対応した前記制御情報
を示すダウンロードテーブルから構成される。ここで、車両から上記通信局へアップロー
ドされる情報のうち故障や不具合に関するものは上記通信局では解読できないものとする
ことが機密上望ましいとの観点から、上記通信局は、上記車載装置から受信されたビット
列のうち所定のビット列（例えば、故障又は不具合に関するビット列）については意味内
容を解読せずに上記車両製造業者が取得可能なように上記中間サーバに格納する、ように
してもよい。なお、本発明に係わる情報提供方法のそれぞれのステップは前記情報提供シ
ステムにおいてそれぞれ実行される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、すべての車両に共通の車載装置が車両ごとに異なるサービスを実行で
きるようにした情報提供システム及び情報提供方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、添付図面を参照しながら実施例を
挙げて説明する。なお、センタが無線通信を利用して車載装置へ情報を提供するシステム
の基本概念、主要なハードウェア構成、作動原理、及び基本的な制御手法等については当
業者には既知であるため、詳しい説明を省略する。
【実施例】
【００１９】
　以下、図１～６を用いて、本発明の一実施例に係る情報提供システムの構成及び動作に
ついて説明する。本実施例は、既述のような車載装備が異なる車両形式ごとに異なるＥＣ
Ｕを用意することのデメリットを解消するために、すべてのサービス対象車両について制
御ＥＣＵを共通化すると共に、各車両において車載装備に応じた制御が実行できるように
するものである。
【００２０】
　図１は、本実施例に係る情報提供システム１００全体の概略構成図である。情報提供シ
ステム１００は、サービス対象車両１０１に搭載された車載装置１０２と、車載装置１０
２と通信可能なセンタ（通信局）１０３と、センタ１０３と車両製造業者（メーカー）１
０４の双方がアクセス可能な中間サーバ１０５とから構成される。
【００２１】
　図１では、車載装置１０２とセンタ１０３とが無線通信を利用して直接接続されている
ように図示されているが、車載装置１０２とセンタ１０３は、例えば路車間通信や車車間
通信などの無線通信及び／又は有線通信を経由して間接的に通信接続されてもよい。
【００２２】
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　また、中間サーバ１０５は、情報伝達経路上の位置付けとしてセンタ１０３とメーカー
１０４の中間に存在するサーバが意図されており、物理的な配置はかならずしもセンタ１
０３とメーカー１０４の中間に位置する必要はなく、センタ１０３と同一施設内に配置さ
れてもよく、或いは、メーカー１０４側に配置されてもよい。
【００２３】
　図２は、本実施例に係る情報提供システム１００において各車両１０１に搭載される車
載装置１０２の概略構成図である。
【００２４】
　車載装置１０２は、センタ１０３と通信するための無線通信装置２０１と、無線通信装
置２０１を通じてセンタ１０３から受信した制御命令に従って様々な車載装備を制御する
制御マスタＥＣＵ２０２とを有する。
【００２５】
　制御マスタＥＣＵ２０２は、車載装備の各ＥＣＵ（被制御ＥＣＵ）２０３と車載ＬＡＮ
２０４で接続されている。制御マスタＥＣＵ２０２は、専用のものであってもよく、或い
は、他の車載システムのＥＣＵ（例えば、ナビゲーションシステムのＥＣＵ）で兼用され
てもよい。
【００２６】
　上述のように、本実施例において、制御マスタＥＣＵ２０２は、搭載される車両１０１
の車載装備の数、種類、機能、及び、性能を問わず、すべてのサービス対象車両に共通の
ハードウェア構成要素である。したがって、車両形式ごとに、すなわち車載装備の違いに
応じて、異なる制御マスタＥＣＵを用意する場合に比して、製造コスト削減が図られると
共に、車両生産時の組み付け間違い等の可能性も回避できる。
【００２７】
　このように制御マスタＥＣＵ２０２がすべての車両について共通化されるということは
、逆に言えば、車両が製造された時点では各制御マスタＥＣＵ２０２は、搭載された車両
１０１の車載装備の種類や性能を把握していないということでもある。本実施例において
、搭載された車両１０１の車載装備に応じたテレマティクスサービスを実現するために制
御マスタＥＣＵ２０２が必要とする情報は、搭載された車両１０１のユーザがテレマティ
クスサービスの運営事業者とサービス契約を結んで初めて、センタ１０３から車載装置１
０２へダウンロードされ、制御マスタＥＣＵ２０２に記憶保持されることになる。
【００２８】
　次に、このような構成の本実施例に係る情報提供システム１００において、各車両１０
１の車載装置１０２が自車両の車載装備に応じたテレマティクスサービスを開始するまで
にどのような処理が行われるかについて詳述する。
【００２９】
　まず、車両製造業者１０４は、どの形式の車両にどのような車載装備が搭載されている
か（すなわち、車両型式ごとの車両仕様）を知り得る立場にあるため、車両生産時に用い
られる従来の部品表の要領で、各型式の車両に搭載された車載装備及びそれら車載装備に
ついて実行可能な制御に関するテーブル（以下、「制御情報テーブル」と称す）を作成し
、中間サーバ１０５へアップロードする。
【００３０】
　この制御情報テーブルの一例を図３に示す。制御情報テーブルは、車両の型式ごとに、
使用すべき翻訳テーブルと、制御種類ごとのダウンロードすべきダウンロードテーブルと
が一覧表にまとめられたものである。
【００３１】
　翻訳テーブルとは、車載装置１０２からセンタ１０３へアップロードされたデータ（ビ
ット列）が何を意味しているのかを示すルックアップテーブルである。翻訳テーブルの形
式の一例を図４に示す。ビット数は単なる一例である。各ビット列が対応する意味内容と
は、例えば、「運転席ウィンドウガラスが開いている」、「助手席ウィンドウガラスが閉
まっている」、などの車両状態を表すものである。
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【００３２】
　翻訳テーブルは、車両形式ごとに車両製造業者１０４によって用意され、すべてが中間
サーバ１０５へアップロードされる。
【００３３】
　また、ダウンロードテーブルとは、各種の遠隔操作／制御について、具体的にどのよう
な操作／制御が可能かを車載装備の違いに応じて一覧表にまとめたものである。ダウンロ
ードテーブルの形式の一例を図５に示す。ここで、制御とは、例えば、各車載装置１０２
からセンタ１０３へアップロードされたダイアグ情報に基づいて車両乗員へ通知・警告・
警報するための情報を車載装置１０２へ送信するリモートウォーニングや、車両ユーザが
携帯電話等のユーザ通信端末１０６（図１）を利用して、車両１０１の車両状態（例えば
、オドメータ、平均燃費、トリップ、燃料残量、など）を確認するリモート確認及び要求
した遠隔操作を車載装置１０２に実行させるリモート操作や、イグニッションオフ後のド
アアンロックやハザード点滅などをユーザ通信端末１０６へ通知する操作忘れ通知などで
ある。
【００３４】
　また、図５のダウンロードテーブルの一例において、項目とは、各種制御において対象
となる車載装備又はその機能を表しており、○印及び×印は、その項目が実行可能か否か
又は実行する必要があるか否かを示している。
【００３５】
　例えば、サンルーフを備えていない（又はサンルーフの開閉位置を確認できる機能を持
たない）車両形式向けのリモート確認用ダウンロードテーブルにおいては、サンルーフ開
閉状態確認の項目が×印となり、リモート操作用ダウンロードテーブルにおいては、サン
ルーフ開閉操作の項目が×印となる。
【００３６】
　また、例えばリモートウォーニング用ダウンロードテーブルにおいては、燃料残量ウォ
ーニングやウォッシャ液レベルウォーニングなどの各種ウォーニングのうちいずれを実行
するかが表されることになる。ＥＣＵ種類ごとに問い掛け方／受け方に違いがある場合も
あるため、ダイアグコードの取得のし方が含まれてもよい。
【００３７】
　したがって、ダウンロードテーブルは、車両形式ごと及び制御種類ごとに車両製造業者
１０４によって用意され、それらすべてが中間サーバ１０５へアップロードされる。
【００３８】
　このようにして、車両製造業者１０４は、ａ）インデックスとしての制御情報テーブル
、ｂ）翻訳テーブル全種類、及び、ｃ）ダウンロードテーブル全種類を作成して、中間サ
ーバ１０５へアップロードする。これらのテーブルは、新車発売やモデルチェンジのたび
に更新された最新のテーブルと置き換えられる。
【００３９】
　センタ１０３は、定期的に又は車両製造業者１０４から連絡を受けたときに、中間サー
バ１０５に記憶保持された各種テーブルをダウンロードして保存する。更新された最新の
テーブルがあれば、対応する古いテーブルは破棄する。これにより、センタ１０３には、
常に、最新の制御情報テーブル、翻訳テーブル、及びダウンロードテーブルが保持される
ことになる。
【００４０】
　他方、車両１０１のオーナーが（例えば新車購入時などに）本テレマティクスサービス
の契約を新たに申し込む場合、（例えばディーラー等のスタッフによって）車両１０１の
車載装置１０２とセンタ１０３との間に通信接続を確立させ、車載装置１０２のＩＤと車
両１０１の車両形式とをセンタ１０３へアップロードする。このときセンタ１０３へ送信
されるデータ形式の一例を図６に示す。このように契約車両の情報がセンタ１０３へアッ
プロードされることにより、センタ１０３は各サービス対象車両の車両型式を把握するこ
とができる。
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【００４１】
　センタ１０３は、新たなサービス契約申込者から車載装置１０２のＩＤと車両形式とが
受信されると、この受信された車両形式を予め保持している制御情報テーブルに照らして
、その車両形式に適した翻訳テーブル及びダウンロードテーブルを自動的に識別する。
【００４２】
　センタ１０３は、以降、当該車載装置ＩＤから受信されたデータ（ビット列）の意味を
解釈する際には、この識別された翻訳テーブルを用いる。これにより、センタ１０３は、
車載装置１０２から送信された車両１０１の車両状態を把握することができるため、これ
をリモート操作の実行結果又はリモート確認による確認結果としてユーザ通信端末１０６
へ送信することができる。
【００４３】
　また、センタ１０３は、識別されたダウンロードテーブルを当該車載装置ＩＤ宛に自動
的に送信する。例えば、図３及び６に示す一例の場合、センタ１０３は、車載装置ＩＤ＝
○○○△△△の車両１０１に対して、制御１用としてダウンロードテーブル＃１を、制御
２用としてダウンロードテーブル＃３を、制御３用としてダウンロードテーブル＃２を、
制御Ｎ用としてダウンロードテーブル＃１を、それぞれ送信すると共に、以降、車載装置
ＩＤ＝○○○△△△の車両１０１から受信されたデータ（ビット列）は、翻訳テーブル＃
１に照らして意味内容を判断する。
【００４４】
　このようにして車両１０１の車両形式に適合したダウンロードテーブルがセンタ１０３
から車載装置１０２へダウンロードされ、保存されると、以降、車載装置１０２は搭載さ
れた車両１０１の車載装備に応じた制御が可能となり、車両１０１が搭載していないＥＣ
Ｕを制御しようとしたり、車両１０１が搭載していない装備・機能の状態を確認しようと
したりすることがない。
【００４５】
　よって、車両ユーザがユーザ通信端末１０６を通じてセンタ１０３へリモート操作やリ
モート確認などの遠隔操作を要求すると、センタ１０３は車載装置１０２へ操作命令を送
信し、車載装置１０２はこの操作命令に従って各種ＥＣＵ２０３を制御し、操作を実行す
る。車載装置１０２は、更に、操作結果や不具合情報等をセンタ１０３に送信する。
【００４６】
　このようにして、センタ１０３は、車両製造業者１０４から提供されたテーブルに基づ
いて、車両１０１に必要なテーブルを自動的に選択し、送信するため、契約車両ごとに人
手を介して管理する必要がなくなる。
【００４７】
　このように、本実施例によれば、すべてのサービス対象車両について制御マスタＥＣＵ
を共通化してコスト削減を図ると共に、各車両において車載装備に応じた遠隔操作を実行
できるようにすることができる。
【００４８】
　また、本実施例によれば、車両製造業者とサービス事業者（センタ）との間に中間サー
バが設けられ、車両製造業者が各種テーブルをセンタへ提供する際に直接センタのサーバ
へアクセスできないようにしたため、特にセンタが車両製造業者とは別事業体である場合
に、サービス契約者の個人情報等の機密を車両製造業者から保護することができる。
【００４９】
　なお、上記一実施例においては、車両からセンタへ送信された車両状態を表すデータに
ついて翻訳テーブルに照らしてセンタが意味内容を把握するものとしたが、これはリモー
ト操作又はリモート確認に必要であるためであり、ダイアグコードなど車両の故障や不具
合に関するデータについては、センタは翻訳テーブルを持たず、よって意味内容を把握せ
ず、ビット列のまま（例えば、車両製造業者が取得可能なように中間サーバに置くなどし
て）車両製造業者に渡すことが好ましい。
【００５０】
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　なぜなら、特にセンタが車両製造業者とは別事業体であって、複数の車両製造業者が本
テレマティクスサービスと事業連携しているような場合に、センタにおいては不具合内容
を把握できないようにすることによって、保守情報に関する各社の機密が守られるからで
ある。
【００５１】
　また、上記一実施例において、車両製造業者が車両形式を追加する際に、それまでの車
両形式と追加された車両形式とをすべて含む新しい制御情報テーブルを作成することによ
って、センタは古いテーブルを削除できるため、センタのサーバの負荷・容量が軽減され
る。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明は、リモート操作などの車両制御を伴うテレマティクスサービスを実現する情報
提供システム及び情報提供方法に利用できる。対象となる車両の外観、重量、サイズ、走
行性能等は問わない。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の一実施例に係る情報提供システム全体の概略構成図である。
【図２】本発明の一実施例に係る情報提供システムにおいて各車両に搭載される車載装置
の概略構成図である。
【図３】本発明の一実施例に係る情報提供システムにおいて車両製造業者からセンタへ提
供され、保持される制御情報テーブルの一例を示す図である。
【図４】本発明の一実施例に係る情報提供システムにおいて車両製造業者からセンタへ提
供され、保持される翻訳テーブルの一例を示す図である。
【図５】本発明の一実施例に係る情報提供システムにおいて車両製造業者からセンタへ提
供され、各車両へダウンロードされるダウンロードテーブルの一例を示す図である。
【図６】本発明の一実施例に係る情報提供システムにおいて各車両からセンタへ提供され
、保持される契約情報テーブルの一例を示す図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１００　情報提供システム
　１０１　車両
　１０２　車載装置
　１０３　センタ（通信局）
　１０４　車両製造業者（メーカー）
　１０５　中間サーバ
　１０６　ユーザ通信端末
　２０１　通信装置
　２０２　制御マスタＥＣＵ
　２０３　被制御ＥＣＵ
　２０４　車載ＬＡＮ
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